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ポイント 
◆がんに関する基礎知識は、国民の基礎的な教養として身に付けておくべきも

のとなってきている。 

◆学校における健康教育を担う文部科学省では、がん教育を「健康教育の一環

として、がんについての正しい理解と、がん患者や家族などのがんと向き合

う人々に対する共感的な理解を深めることを通して、自他の健康と命の大切

さについて学び、共に生きる社会づくりに寄与する資質や能力の育成を図る

教育である」と定義し、がん教育推進のための教材、教師用指導参考資料、

外部講師を用いたがん教育ガイドライン等を作成するとともに、学校での学

習の基礎となる学習指導要領に「がん」について盛り込むよう改訂するなど

して、がん教育の充実を図ってきた。 

◆また、各都道府県においても、文部科学省の作成した資料や、がん教育のた

めの文部科学省の補助事業予算などを活用するとともに、医師会、学校医、

がん専門医等の医療従事者の協力も得ながら、がん教育に取り組んでいる。 

◆一方で、文部科学省が平成 30 年度に行った調査では、がん教育の実施に当た

り外部講師を導入した学校は全体の約８％に過ぎず、医療従事者等の活用に

課題が残る結果が出ている。 

◆そこで、本調査研究では、これからのがん教育推進の一助とすべく、がん教

育の成り立ちを整理して提示するとともに、いくつかの都道府県における取

り組み事例を紹介し、併せてがん教育の効果に関する考察を行うものである。 
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第 1 章 はじめに 

 

近年、社会環境や生活環境の急激な変化は、国民の健康に大きな影響を与え

ており、児童生徒を取り巻く現代的健康課題についても、肥満・痩身、生活習

慣の乱れ、メンタルヘルスの問題、アレルギー疾患の増加、性に関する問題、

また心身の不調の背景にあるいじめ、児童虐待、不登校、貧困などの問題など、

多様な健康課題が生じている。 

そのような状況の中で、生涯のうち国民の二人に一人がかかり、三人に一人

が死亡すると推測されている「がん」は、極めて重要な健康課題となっており、

がんに関する基礎知識は国民の基礎的な教養として身に付けておくべきものと

なってきている。学校における健康教育を担う文部科学省では、がん教育を「健

康教育の一環として、がんについての正しい理解と、がん患者や家族などのが

んと向き合う人々に対する共感的な理解を深めることを通して、自他の健康と

命の大切さについて学び、共に生きる社会づくりに寄与する資質や能力の育成

を図る教育である」と定義し、「がん教育推進のための教材」（生徒用）、教師用

指導参考資料、外部講師を用いたがん教育ガイドライン等を作成してきた。ま

た、学習指導要領を改訂し、中学校及び高等学校ではがんについて学習するこ

とが必修化されるなど、がん教育の充実を図ってきた。 

一方で、文部科学省が平成 30 年度に行った調査では、がん教育の実施に当た

り、医療従事者（専門医や学校医等）やがん経験者等の外部講師を導入した学

校は、全体の 8.1％に過ぎず、その活用に課題が残る結果が出ている。 

そこで、本調査研究では、がん教育の成り立ちを、法令等から紐解いて整理・

提示し、またいくつかの都道府県における取り組み事例を紹介することにより、

これからのがん教育の推進の一助とするものである。  



 

5 
 

第 2 章 がん教育の構成 
 

１．がん教育の成り立ち 

がん教育は、我が国のがん対策の基となる「がん対策基本法」と、これに

基づき策定された「がん対策推進基本計画」に基づいている。 

 
(1) がん対策基本法（平成 18 年法律第 98 号） 

がん対策基本法は、我が国のがん対策がこれまでの取組により進展し、成果

を収めてきたものの、なお、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっ

ている等、がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に

鑑み、がん対策の一層の充実を図るため、がん対策に関し、基本理念を定め、

国、地方公共団体、医療保険者、国民の責務を明らかにし、並びにがん対策の

推進に関する計画の策定について定めるとともに、がん対策の基本となる事項

を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とし

て、平成 18 年に定められたものである。平成 28 年に改正された同法第 23 条に

は「国及び地方公共団体は、国民が、がんに関する知識及びがん患者に関する

理解を深めることができるよう、学校教育及び社会教育におけるがんに関する

教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする。」との文言が加えられ、が

ん教育を実施することは法律で定められた事項となっている。 
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図 1－1 がん対策基本法の概要（厚生労働省作成資料） 

 
 

(2) がん対策推進基本計画 

 がん対策基本法の下、政府が策定したがん対策推進基本計画（平成 24 年 6 月

閣議決定）において、「子どもに対しては、健康と命の大切さについて学び、自

らの健康を適切に管理し、がんに対する正しい知識とがん患者に対する正しい

認識をもつよう教育することを目指し、五年以内に、学校での教育の在り方を

含め、健康教育全体の中で『がん』教育をどのようにするべきか検討し、検討

結果に基づく教育活動の実施を目標とする」こととされた。また、平成 30 年 3

月に策定された第 3 期がん対策推進基本計画では、全体目標として「がん患者

を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す」ことを掲げており、これ

を支える基盤の整備として「がん教育・がんに関する知識の普及啓発」を定め

ている。    

具体的には、「（現状・課題）法第 23 条では、『国及び地方公共団体は、国民

が、がんに関する知識及びがん患者に関する理解を深めることができるよう、

学校教育及び社会教育におけるがんに関する教育の推進のために必要な施策を
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講ずるものとする』とされている。健康については、子どもの頃から教育を受

けることが重要であり、子どもが健康と命の大切さについて学び、自らの健康

を適切に管理するとともに、がんに対する正しい知識、がん患者への理解及び

命の大切さに対する認識を深めることが大切である。これらをより一層効果的

なものとするため、医師やがん患者・経験者等の外部講師を活用し、子どもに、

がんの正しい知識やがん患者・経験者の声を伝えることが重要である。国は、

平成 26（2014）年度より『がんの教育総合支援事業』を行い、全国のモデル校

において、がん教育を実施するとともに、がん教育の教材や外部講師の活用に

関するガイドラインを作成し、がん教育を推進している。しかし、地域によっ

ては、外部講師の活用が不十分であること、教員のがんに関する知識が必ずし

も十分でないこと及び外部講師が学校において指導する際の留意点等を十分認

識できていないことについて指摘がある。」との現状分析があり、これに対応す

るために「国は、学校におけるがん教育について、全国での実施状況を把握す

る。教員には、がんについての理解を促すため、外部講師には、学校でがん教

育を実施する上での留意点や指導方法を周知するため、教員や外部講師を対象

とした研修会等を実施する。都道府県及び市町村において、教育委員会及び衛

生主管部局が連携して会議体を設置し、医師会や患者団体等の関係団体とも協

力しながら、また、学校医やがん医療に携わる医師、がん患者・経験者等の外

部講師を活用しながら、がん教育が実施されるよう、国は必要な支援を行う。」

ことを、取り組むべき施策として求めている。 

  



 

8 
 

図 1－2 第 3期がん対策推進基本計画の概要（厚生労働省作成資料） 

 
 
２．文部科学省における施策の展開 

(1) 事業の立ち上げ 

 このようながん教育をめぐる状況を踏まえ、文部科学省は、平成 25 年度に公

益財団法人日本学校保健会に「がんの教育に関する検討委員会」を設置して、

がん教育の在り方等について検討を行った。続く平成 26 年度からは、文部科学

省直轄で新たに「がんの教育総合支援事業」を立ち上げ、有識者による「がん

教育」の在り方に関する検討会を設置するとともに、モデル校等で多様な取組

を実施し、それらを踏まえつつ、今後のがん教育の推進に向けて検討を行い、

平成 27 年 3 月に「学校におけるがん教育の在り方について（報告）」をとりま

とめた1。また平成 28 年 8 月には、平成 27 年度の「がんの教育総合支援事業」

の成果発表会が開催され、がん教育の全国展開をさらに進めることとなった。 

  

 
1 「学校におけるがん教育の在り方について（報告）」平成 27 年 3 月より一部抜粋、改変 
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図 2－1 がん教育ロードマップ（文部科学省作成資料） 

 
 
 

(2) 学習指導要領の改訂 

 同時に、学習指導要領2改訂の必要性も検討され、新しい中学校、高等学校の

学習指導要領では保健科、保健体育科でがんについて学習することが明記され

た。 

学習指導要領とは、全国のどの地域で教育を受けても一定の水準の教育を受

けられるようにするため、学校教育法に基づき、各学校で教育課程を編成する

際の大綱的な基準を定めたものである。幼稚園教育要領、小学校学習指導要領、

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領からなる。社会の変化や子供の実

態等に対応し、これまで概ね 10 年に 1 度改訂が行われてきた。告示であり、

文部科学大臣が公示する。上位の学校教育法及び施行規則から委任されたもの

で、法的拘束力を有する。 

学習指導要領では、小学校、中学校、高等学校等ごとにそれぞれの教科等の

 
2 和田勝行 「健康教育に関する医療界と教育界の連携強化に向けて－国の施策及び連携事

例の考察を中心に－」日医総研ワーキングペーパーNo.423 
https://www.jmari.med.or.jp/download/WP423.pdf も参照されたい 
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目標や大まかな教育内容を定め、またこれとは別に学校教育法施行規則で、小・

中学校の教科等の年間の標準授業時数等を定めている。各学校では、学校長を

最終責任者として、この学習指導要領に定められた教育内容や年間の標準授業

時数等を踏まえ、地域や学校の実態に応じて教育課程を編成することになる。 

学習指導要領は、学校において学習すべき最低基準であり、大綱的であって

いわば「学習内容のメニュー」のようなものとなっているが、その中にがんと

いう特定の疾患名が記載されたのは、平成 10 年の改訂時に盛り込まれた「エイ

ズ」以来、約 20 年ぶりのこととなる。がんが盛り込まれたこの新しい学習指導

要領は、移行期間を経て中学校では令和 3 年度から一斉に、高等学校では令和 4

年度から年次進行で適用され、全国の中学・高等学校でがん教育が開始される

こととなっている。 

 
図 2－2 新学習指導要領に対応したがん教育の実施（文部科学省作成資料） 

 
 
  



 

11 
 

表 2-1 中学校学習指導要領（保健体育） 

第２章 各教科 

第７節 保健体育 

第２ 各学年の目標及び内容 

〔保健分野〕 

１ 目標 

（１）個人生活における健康・安全について理解するとともに、基本的な技能を身に付け

るようにする。 

（２）健康についての自他の課題を発見し、よりよい解決に向けて思考し判断するととも

に、他者に伝える力を養う。 

（３）生涯を通じて心身の健康の保持増進を目指し、明るく豊かな生活を営む態度を養う。 

２ 内容 

（１）健康な生活と疾病の予防について、課題を発見し、その解決を目指した活動を通し

て、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 健康な生活と疾病の予防について理解を深めること。 

(ｱ) 健康は、主体と環境の相互作用の下に成り立っていること。また、疾病は、主体の要

因と環境の要因が関わり合って発生すること。 

(ｲ) 健康の保持増進には、年齢、生活環境等に応じた運動、食事、休養及び睡眠の調和の

とれた生活を続ける必要があること。 

(ｳ) 生活習慣病などは、運動不足、食事の量や質の偏り、休養や睡眠の不足などの生活習

慣の乱れが主な要因となって起こること。また、生活習慣病などの多くは、適切な運動、

食事、休養及び睡眠の調和のとれた生活を実践することによって予防できること。 

(ｴ) 喫煙、飲酒、薬物乱用などの行為は、心身に様々な影響を与え、健康を損なう原因と

なること。また、これらの行為には、個人の心理状態や人間関係、社会環境が影響するこ

とから、それぞれの要因に適切に対処する必要があること。 

(ｵ) 感染症は、病原体が主な要因となって発生すること。また、感染症の多くは、発生源

をなくすこと、感染経路を遮断すること、主体の抵抗力を高めることによって予防できる

こと。 

(ｶ) 健康の保持増進や疾病の予防のためには、個人や社会の取組が重要であり、保健・医

療機関を有効に利用することが必要であること。また、医薬品は、正しく使用すること。 

イ 健康な生活と疾病の予防について、課題を発見し、その解決に向けて思考し判断すると

ともに、それらを表現すること。 

（２）心身の機能の発達と心の健康について、課題を発見し、その解決を目指した活動を

通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 心身の機能の発達と心の健康について理解を深めるとともに、ストレスへの対処をする

こと。 

(ｱ) 身体には、多くの器官が発育し、それに伴い、様々な機能が発達する時期があること。

また、発育・発達の時期やその程度には、個人差があること。 

(ｲ) 思春期には、内分泌の働きによって生殖に関わる機能が成熟すること。また、成熟に

伴う変化に対応した適切な行動が必要となること。 

(ｳ) 知的機能、情意機能、社会性などの精神機能は、生活経験などの影響を受けて発達す

ること。また、思春期においては、自己の認識が深まり、自己形成がなされること。 

(ｴ) 精神と身体は、相互に影響を与え、関わっていること。欲求やストレスは、心身に影

響を与えることがあること。また、心の健康を保つには、欲求やストレスに適切に対処す

る必要があること。 

イ 心身の機能の発達と心の健康について、課題を発見し、その解決に向けて思考し判断す

るとともに、それらを表現すること。 

（３）傷害の防止について、課題を発見し、その解決を目指した活動を通して、次の事項
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を身に付けることができるよう指導する。 

ア 傷害の防止について理解を深めるとともに、応急手当をすること。 

(ｱ) 交通事故や自然災害などによる傷害は、人的要因や環境要因などが関わって発生する

こと。 

(ｲ) 交通事故などによる傷害の多くは、安全な行動、環境の改善によって防止できること。 

(ｳ) 自然災害による傷害は、災害発生時だけでなく、二次災害によっても生じること。ま

た、自然災害による傷害の多くは、災害に備えておくこと、安全に避難することによって

防止できること。 

(ｴ) 応急手当を適切に行うことによって、傷害の悪化を防止することができること。また、

心肺蘇生法などを行うこと。 

イ 傷害の防止について、危険の予測やその回避の方法を考え、それらを表現すること。 

（４）健康と環境について、課題を発見し、その解決を目指した活動を通して、次の事項

を身に付けることができるよう指導する。 

ア 健康と環境について理解を深めること。 

(ｱ) 身体には、環境に対してある程度まで適応能力があること。身体の適応能力を超えた

環境は、健康に影響を及ぼすことがあること。また、快適で能率のよい生活を送るための

温度、湿度や明るさには一定の範囲があること。 

(ｲ) 飲料水や空気は、健康と密接な関わりがあること。また、飲料水や空気を衛生的に保

つには、基準に適合するよう管理する必要があること。 

(ｳ) 人間の生活によって生じた廃棄物は、環境の保全に十分配慮し、環境を汚染しないよ

うに衛生的に処理する必要があること。 

イ 健康と環境に関する情報から課題を発見し、その解決に向けて思考し判断するととも

に、それらを表現すること。 

３ 内容の取扱い 

（１）内容（１）のアの(ｱ)及び(ｲ)は第１学年、（１）のアの(ｳ)及び(ｴ)は第２学年、（１）

のアの(ｵ)及び(ｶ)は第３学年で取り扱うものとし、（１）のイは全ての学年で取り扱うもの

とする。内容の（２）は第１学年、（３）は第２学年、（４）は第３学年で取り扱うものと

する。 

（２）内容の（１）のアについては、健康の保持増進と疾病の予防に加えて、疾病の回復

についても取り扱うものとする。 

（３）内容の（１）のアの(ｲ)及び(ｳ)については、食育の観点も踏まえつつ健康的な生活

習慣の形成に結び付くように配慮するとともに、必要に応じて、コンピュータなどの情報

機器の使用と健康との関わりについて取り扱うことにも配慮するものとする。また、がん

についても取り扱うものとする。 

（４）内容の（１）のアの(ｴ)については、心身への急性影響及び依存性について取り扱う

こと。また、薬物は、覚醒剤や大麻等を取り扱うものとする。 

（５）内容の（１）のアの(ｵ)については、後天性免疫不全症候群（エイズ）及び性 感染

症についても取り扱うものとする。 

（６）内容の（２）のアの(ｱ)については、呼吸器、循環器を中心に取り扱うものと する。 

（７）内容の（２）のアの(ｲ)については、妊娠や出産が可能となるような成熟が始まると

いう観点から、受精・妊娠を取り扱うものとし、妊娠の経過は取り扱わないものとする。

また、身体の機能の成熟とともに、性衝動が生じたり、異性への関心が高まったりするこ

となどから、異性の尊重、情報への適切な対処や行動の選択が必要となることについて取

り扱うものとする。 

（８）内容の（２）のアの(ｴ)については、体育分野の内容の「Ａ体つくり運動」の （１）

のアの指導との関連を図って指導するものとする。 

（９）内容の（３）のアの(ｴ)については、包帯法、止血法など傷害時の応急手当も取り扱

い、実習を行うものとする。また、効果的な指導を行うため、水泳など体育分野の内容と

の関連を図るものとする。 
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（10）内容の（４）については、地域の実態に即して公害と健康との関係を取り扱うこと

にも配慮するものとする。また、生態系については、取り扱わないものとする。 

（11）保健分野の指導に際しては、自他の健康に関心をもてるようにし、健康に関する課

題を解決する学習活動を取り入れるなどの指導方法の工夫を行うものとする。 

 

 

表 2-2 高等学校学習指導要領（保健体育） 

第２章 各学科に共通する各教科 

第６節 保健体育 

１ 目標 

保健の見方・考え方を働かせ、合理的、計画的な解決に向けた学習過程を通して、生涯を

通じて人々が自らの健康や環境を適切に管理し、改善していくための資質・能力を次のと

おり育成する。 

（１）個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるとともに、技能を身に

付けるようにする。 

（２）健康についての自他や社会の課題を発見し、合理的、計画的な解決に向けて思考し

判断するとともに、目的や状況に応じて他者に伝える力を養う。 

（３）生涯を通じて自他の健康の保持増進やそれを支える環境づくりを目指し、明るく豊

かで活力ある生活を営む態度を養う。 

２ 内容 

（１）現代社会と健康について、自他や社会の課題を発見し、その解決を目指した活動を

通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 現代社会と健康について理解を深めること。 

(ｱ) 健康の考え方 

国民の健康課題や健康の考え方は、国民の健康水準の向上や疾病構造の変化に伴って変 

わってきていること。また、健康は、様々な要因の影響を受けながら、主体と環境の相互

作用の下に成り立っていること。健康の保持増進には、ヘルスプロモーションの考え方を

踏まえた個人の適切な意思決定や行動選択及び環境づくりが関わること。 

(ｲ) 現代の感染症とその予防 

感染症の発生や流行には、時代や地域によって違いがみられること。その予防には、個人 

の取組及び社会的な対策を行う必要があること。 

(ｳ) 生活習慣病などの予防と回復 

健康の保持増進と生活習慣病などの予防と回復には、運動、食事、休養及び睡眠の調和の 

とれた生活の実践や疾病の早期発見、及び社会的な対策が必要であること。 

(ｴ) 喫煙、飲酒、薬物乱用と健康 

喫煙と飲酒は、生活習慣病などの要因になること。また、薬物乱用は、心身の健康や社会

に深刻な影響を与えることから行ってはならないこと。それらの対策には、個人や社会環

境への対策が必要であること。 

(ｵ) 精神疾患の予防と回復 

精神疾患の予防と回復には、運動、食事、休養及び睡眠の調和のとれた生活を 実践すると 

ともに、心身の不調に気付くことが重要であること。また、疾病の早期発見及び社会的な

対策が必要であること。 

イ 現代社会と健康について、課題を発見し、健康や安全に関する原則や概念に着目して解

決の方法を思考し判断するとともに、それらを表現すること。 

（２）安全な社会生活について、自他や社会の課題を発見し、その解決を目指した活動を

通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 安全な社会生活について理解を深めるとともに、応急手当を適切にすること。 

(ｱ) 安全な社会づくり 

安全な社会づくりには、環境の整備とそれに応じた個人の取組が必要であること。また、
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交通事故を防止するには、車両の特性の理解、安全な運転や歩行など適切な行動、自他の

生命を尊重する態度、交通環境の整備が関わること。交通事故には補償をはじめとした責

任が生じること。 

(ｲ) 応急手当 

適切な応急手当は、傷害や疾病の悪化を軽減できること。応急手当には、正しい手順や方 

法があること。また、応急手当は、傷害や疾病によって身体が時間の経過とともに損なわ

れていく場合があることから、速やかに行う必要があること。心肺蘇生法などの応急手当

を適切に行うこと。 

イ 安全な社会生活について、安全に関する原則や概念に着目して危険の予測やその回避の

方法を考え、それらを表現すること。 

（３）生涯を通じる健康について、自他や社会の課題を発見し、その解決を目指した活動

を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 生涯を通じる健康について理解を深めること。 

(ｱ) 生涯の各段階における健康 

生涯を通じる健康の保持増進や回復には、生涯の各段階の健康課題に応じた自己の健康 

管理及び環境づくりが関わっていること。 

(ｲ) 労働と健康 

労働災害の防止には、労働環境の変化に起因する傷害や職業病などを踏まえた適切な健 

康管理及び安全管理をする必要があること。 

イ 生涯を通じる健康に関する情報から課題を発見し、健康に関する原則や概念に着目して

解決の方法を思考し判断するとともに、それらを表現すること。 

（４）健康を支える環境づくりについて、自他や社会の課題を発見し、その解決を目指し

た活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 健康を支える環境づくりについて理解を深めること。 

(ｱ) 環境と健康 

人間の生活や産業活動は、自然環境を汚染し健康に影響を及ぼすことがあること。それら

を防ぐには、汚染の防止及び改善の対策をとる必要があること。また、環境衛生活動は、

学校や地域の環境を健康に適したものとするよう基準が設定され、それに基づき行われて

いること。 

(ｲ) 食品と健康 

食品の安全性を確保することは健康を保持増進する上で重要であること。また、食品衛生

活動は、食品の安全性を確保するよう基準が設定され、それに基づき行われていること。 

(ｳ) 保健・医療制度及び地域の保健・医療機関 

生涯を通じて健康を保持増進するには、保健・医療制度や地域の保健所、保健センター、

医療機関などを適切に活用することが必要であること。また、医薬品は、有効性や安全性

が審査されており、販売には制限があること。疾病からの回復や悪化の防止には、医薬品

を正しく使用することが有効であること。 

(ｴ) 様々な保健活動や社会的対策 

我が国や世界では、健康課題に対応して様々な保健活動や社会的対策などが行われてい 

ること。 

(ｵ) 健康に関する環境づくりと社会参加 

自他の健康を保持増進するには、ヘルスプロモーションの考え方を生かした健康に関する 

環境づくりが重要であり、それに積極的に参加していくことが必要であること。また、そ

れらを実現するには、適切な健康情報の活用が有効であること。 

イ 健康を支える環境づくりに関する情報から課題を発見し、健康に関する原則や概念に着

目して解決の方法を思考し判断するとともに、それらを表現すること。 

３ 内容の取扱い 

（１）内容の（１）のアの(ｳ)及び（４）のアの(ｲ)については、食育の観点を踏まえ つつ、

健康的な生活習慣の形成に結び付くよう配慮するものとする。また、（１）のアの(ｳ)につ
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いては、がんについても取り扱うものとする。 

（２）内容の（１）のアの(ｳ)及び（４）のアの(ｳ) については、健康とスポーツの関連に

ついて取り扱うものとする。 

（３）内容の（１）のアの(ｴ)については、疾病との関連、社会への影響などについて総合

的に取り扱い、薬物については、麻薬、覚醒剤、大麻等を取り扱うものとする。 

（４）内容の（１）のアの(ｵ)については、大脳の機能、神経系及び内分泌系の機能につい

て必要に応じ関連付けて扱う程度とする。また、「体育」の「Ａ体つくり運動」における体

ほぐしの運動との関連を図るよう配慮するものとする。 

（５）内容の（２）のアの(ｱ)については、犯罪や自然災害などによる傷害の防止について

も、必要に応じ関連付けて扱うよう配慮するものとする。また、交通安全については、二

輪車や自動車を中心に取り上げるものとする。 

（６）内容の（２）のアの(ｲ)については、実習を行うものとし、呼吸器系及び循環 器系

の機能については、必要に応じ関連付けて扱う程度とする。また、効果的な指導を行うた

め、「体育」の「Ｄ水泳」などとの関連を図るよう配慮するものとする。 

（７） 内容の（３）のアの(ｱ)については、思春期と健康、結婚生活と健康及び加齢と健

康を取り扱うものとする。また、生殖に関する機能については、必要に応じ関連付けて扱

う程度とする。責任感を涵養することや異性を尊重する態度が必要であること、及び性に

関する情報等への適切な対処についても扱うよう配慮するものとする。 

（８）内容の（４）のアの(ｱ)については、廃棄物の処理と健康についても触れるものとす

る。 

（９）指導に際しては、自他の健康やそれを支える環境づくりに関心をもてるようにし、

健康に関する課題を解決する学習活動を取り入れるなどの指導方法の工夫を行うものとす

る。 

 
(3) がん教育推進のための教材の作成 

 文部科学省においては、実際にがん教育を学校現場で実施するための一助と

なるよう、「がん教育推進のための教材」を作成している。この教材は、主に中

学生を対象とした授業に用いられることを想定しており、「１ がんとはどのよ

うな病気でしょうか？」「２ 我が国におけるがんの現状」「３ がんの経過と

様々ながんの種類」「４ がんの予防」「５ がんの早期発見とがん検診」「６ が

んの治療法」「７ がんの治療における緩和ケア」「８ がん患者の 『生活の質』」

「９ がん患者への理解と共生」の９章及び小学生向け指導案から成り立って

いる。 
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図 3-1 がん教育推進のための教材（抜粋）（文部科学省、令和 3年 3月改訂） 
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(4) がん教育に関する指導参考資料（パワーポイント素材）の作成 

文部科学省では、前述のがん教育推進のための教材について、より効果的に

指導が行われるようにするとともに、教材準備を行う教員等の負担軽減に資す

るため、同教材に対応したパワーポイント資料も作成している。 
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図 3-2 がん教育推進のための教材 指導参考資料（抜粋） 
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5年
生存率※

がんの進行度と5年生存率の関係

症状が
出はじめる

※がんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表す。

検診で見つ
かる大きさ

全国がん(成人病）センター協議会 2004年－2007年診断例より作成
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(5) 平成 30 年度におけるがん教育実施状況調査 

 前述のとおり、平成 28 年 12 月にがん対策基本法が改正され、がん教育に関

する条文が新たに盛り込まれるとともに、改正法を踏まえ平成 30 年３月に閣議

決定された第３期がん対策推進基本計画において、「国は、全国での実施状況を

把握した上で、地域の実情に応じて、外部講師の活用体制を整備し、がん教育

の充実に努める。」と明記された。このことを受け、文部科学省において、全国

でのがん教育の実施状況等を把握し、今後の施策の参考とすることを目的に調

査を行った。調査対象学校は国公私立の小学校 19,892 校、中学校 10,270 校、

義務教育学校 82 校、高等学校 4,897 校、中等教育学校 53 校、特別支援学校 1,141

校であり、調査事項は、平成 30 年度におけるがん教育に係る実施状況、実施方

法、実施内容、未実施の理由、外部講師活用状況、外部講師の職種、外部講師

活用の効果、外部講師活用の課題、等である。 

 調査結果は次のとおりである。 

①がん教育の実施について 

国公私立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特

別支援学校（回答総数 37,169 校）を対象に、平成 30 年度におけるがん教育の

実施状況について調査したところ、「実施した」と回答した学校数は、23,023 校

（61.9%）であった。 学校段階別の実施校数について、小学校は、11,502 校

（56.3%）、中学校は、7,919 校（71.4%）、高等学校は、3,602 校（63.7%）であっ

た。  

②がん教育を実施した学年について ※複数回答可   

がん教育を実施した学年について、学校段階別で最も高い割合だったのは、

小学校が「６年 11,032 校（95.9%）」、中学校が「３年 7,367 校（93.0%）」、高等

学校が「１年 3,249 校（90.2%）」であった。  

③がん教育の実施方法について ※複数回答可   

がん教育を実施した教科、領域などについて、「体育・保健体育の授業」と回

答した学校数が最も多く、21,383 校（92.9%）であった。他に、「特別活動の授

業 1,846 校（8.0%）」や「総合的な学習の時間 607 校（2.6%）」、「道徳の授業 430
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校（1.9%）」、「教育課程外 353 校（1.5%）」、「上記以外の教科等 660 校（2.9%）」

で実施した学校もあった。  

④がん教育で扱った内容について ※複数回答可   

がん教育で扱った内容について、「がんとはどのような病気でしょうか？

19,792 校（86.0%）」、「がんの予防 19,524 校（84.8%）」、「我が国におけるがんの

現状 14,267 校（62.0%）」、「がんの早期発見とがん検診 10,743 校（46.7%）」、「が

んの経過と様々ながんの種類 10,400 校（45.2%）」であった。次いで「がん患者

への理解と共生」、「がんの治療法」、「がん患者の『生活の質』」、「がんの治療に

おける緩和ケア」であった。  

⑤がん教育を実施しなかった理由について ※複数回答可 

がん教育を実施しなかった理由について、「指導時間が確保できなかった」と

回答した学校数が 8,208 校（58.0%）で最も多かった。次いで、「がん教育以外

の健康教育を優先したため 8,197 校（57.9%）」、「指導者がいなかった 2,528 校

（17.9%）」、「講師謝金等の経費が確保できなかった 876 校（6.2%）」であった。  

「その他」の回答として、「がんを特別に扱っていないが、生活習慣病などの一

つとして学習している」、「今後の実施に向けて検討中」、「指導内容についての

知識・理解不足」、「要配慮児童生徒や教職員に対する配慮に課題があるため」、

「現時点で教育課程に位置付けていない」、「（特別支援学校においては）児童生

徒の障害の状態や特性等に応じたため」などがあった。 

⑥外部講師の活用について ※「外部講師の職種」は複数回答可   

回答した全ての学校のうち、外部講師を活用してがん教育を実施した学校数

は、3,007 校（8.1%）であった。外部講師を活用してがん教育を実施した学校が

活用した外部講師の職種は、「がん経験者 651 校（21.6%）」、「薬剤師 506 校

（16.8%）」、「がん専門医 484 校（16.1%）」、「その他の医師 428 校（14.2%）」、「保

健師 362 校（12.0%）」であった。次いで「がん関連団体等職員」、「学校医」、「看

護師」、「保健所職員」、「大学教員等」、「がんり患者の家族等」であった。「その

他」の回答として、「その他の医療従事者」、「栄養教諭・栄養士」、「助産師」、「行

政の担当者」などがあった。  

⑦外部講師活用の効果について ※複数回答可   
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外部講師を活用して、効果的だと思ったことについて、「健康と命の大切さに

ついて主体的に考えることができた」と回答した学校数が 2,202 校（73.2%）と

最も多かった。次いで「がんに関する知識・理解が深まった 2,096 校（69.7%）」、

「児童生徒にがん教育を強く印象付けられた 1,200 校（39.9%）」であった。「そ

の他」の回答として、「保護者や地域にも公開するなど広い啓発につながった」、

「家族や周囲の人へ思いやる大切さを学ぶ機会となった」、「生活習慣・健康へ

の関心が高まった」、「前向きな生き方を学ぶことができた」などがあった。  

⑧外部講師活用の課題について ※複数回答可   

外部講師を活用して、課題であると思ったことについて、「講師との打ち合わ

せを事前に行わないと、講師の話す内容と学校の要望にギャップが生じる」と

回答した学校数が 1,168 校（38.8%）で最も多かった。次いで「年間指導計画に

位置付けないと、指導時間の確保が難しい 1,001 校（33.3%）」、「講師リスト等

がなく、講師を探すのが難しい 690 校（22.9%）」、「講師謝金等の経費が確保で

きない 570 校（19.0%）」であった。「その他」の回答として、「講師との日程調

整」、「指導内容、指導方法の選択」、「身近にがん経験者がいる子供などへの配

慮」、「薬物乱用防止教育や喫煙防止教育の講演会など他の内容と関連して扱う

際のバランス」などがあった。  

⑨外部講師を活用しなかった理由について ※複数回答可   

外部講師を活用しなかった理由について、「教師が指導したため」と回答した

学校数が 17,248 校（86.2%）で最も多かった。次いで、「指導時間が確保できな

かった 4,159 校（20.8%）」、「適当な講師がいなかった 2,320 校（11.6%）」、「講

師謝金等の経費が確保できなかった 1,900 校（9.5%）」であった。「その他」の

回答として、「講師との日程調整がつかなかった」、「使用できる教材や映像資料

等が充実しているため」、「外部講師を活用する○○教育が多く、優先順位の判

断に迷う」、「講師の選定、打ち合わせ等の負担が大きいため」、「毎年、外部講

師を活用していくことは難しい」、「外部講師を活用する講演会等を複数年計画

のローテーションで実施している」、「配慮事項への不安」、「講師を活用しなく

ても様々な場面で取り上げられるため」などがあった。  
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図 4－1 平成 30 年度がん教育実施状況調査概要（文部科学省作成資料） 
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第 3 章 都道府県によるがん教育の展開 
１．東京都の事例 

東京都は、がん対策基本法に基づき、「東京都がん対策推進計画」を平成 30

年に改定し、そこで「学校におけるがん教育の推進」を新たに明記した。それ

までに、東京都教育委員会は、平成 28 年度に、発達段階に応じたがん教育リー

フレットおよび教師用の手引きを作成し、全公立学校に配布するなど、がん教

育の推進に努めてきた。平成 29 年度には東京都がん教育推進協議会を設置し、

がん教育において医療従事者やがん経験者等の外部講師を活用する体制を整備

するため、有識者や関係機関、学校関係者等で協議を重ね、提言をまとめた。 

各学校はがん教育を学校保健計画に位置付けたうえで、学校全体でがん教育

を含む健康教育のあり方を共通認識し実施することとされている。特に外部講

師を活用するため、東京都教育委員会を中心に、東京都福祉保健局や区市町村、

東京都医師会、がん診療連携拠点病院等、患者団体等の協力と連携を得て仕組

みを構築した。具体的には外部講師を担う学校医、がん専門医、がん経験者等

のリスト化（学校医又は医師会に所属している地域の病院のがん専門医につい

ては、主に東京都医師会や地区医師会と協力・連携し、外部講師のリスト化を

図る。特に、がん専門医については、国及び都が指定するがん診療連携拠点病

院等にも依頼し、病院として外部講師の派遣に関する意向等について調査をし

てリスト化をする。）、外部講師のための指導資料の作成、研修を実施し支援し

ている。 
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図 5－1 東京都がん教育推進協議会提言の概要（東京都教委作成） 
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図 5－2 中学生用リーフレット（東京都教委作成） 
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２．福岡県の事例 

 福岡県においては、平成 30 年度に 5 カ年計画「第 3 期福岡県がん対策推進計

画」を策定している。その第 3 章「分野別施策と個別目標」の一節に、がん教

育について取り上げられており、今後の取組として「教員を対象とした研修会

等において、がん教育について理解を深める取組を行います。」「子どもへのが

ん教育について、正しい知識や理解が深まるよう、教育委員会や教育関係者と

連携して取り組みます。」「外部講師の有効活用など、関係機関と連携し、各学

校におけるがん教育を推進します。」と定めている。これを基本として、福岡県

教育委員会では、毎年度「福岡県がん教育推進事業実施要項」を制定し、 

・がん教育推進委員会の設置（事業の内容及びがん教育の在り方を検討する場。

学識経験者、医師、保健関係者、がん経験者、学校関係者、行政関係者からな

る） 

・教師用指導資料の作成（令和元年度） 

・外部講師派遣事業の実施（外部講師を希望する県立学校に外部講師を派遣す

る事業。外部講師のうち医師については、福岡県医師会の推薦に基づき選出す

る） 

といった事業を展開している。 
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図 6－1 第 3期福岡県がん対策推進計画（抜粋） 
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図 6－2 平成 30 年度福岡県がん教育推進事業実施要項（福岡県教委資料） 
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 また、福岡県医師会においても、学校現場でのがん教育に資するよう、福岡

県がん教育推進のための教材「がんがわが家にやってきた！がんを知って支え

あおう（小学生向け）」及び「クラスの半分はがんになる！がん社会でどう生き

るか？（中・高生向け）」を作成し、県内の全小学校、中学校、高等学校へ贈呈

している。 
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図 7－1 小学生向け教材（抜粋）（福岡県医師会作成） 
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図 7－2 中学生向け教材（抜粋）（福岡県医師会作成）
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３．佐賀県の事例 

佐賀県においては、がんは昭和 53 年以来 県民の死因第１位で、がんによる

粗死亡率は全国より高い水準にある。将来的にがんによる死亡を減らしていく

ためには、子供の頃からの正しい知識の普及と健康観の涵養が重要であり、学

校教育の中でがん教育を進めていくことが求められる。よって、学校における 

がん教育を推進するため、佐賀県がん教育に関する協議会（以下「協議会」と

いう。）を設置し、がん教育を推進している。 

 

図 8－1 佐賀県がん教育に関する協議会設置要項（佐賀県教委） 
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この協議会の委員は、教育委員会や学校関係者のほか、佐賀県医師会の専務

理事（学校保健担当）や、県の健康増進課、またがん経験者や学識経験者など

により構成されている。 

図 8－2 佐賀県がん教育に関する協議会委員等名簿 

 
 

また、佐賀県教育委員会では、平成 26 年度より佐賀県がん教育推進計画を実

施しており、令和元年度からは外部講師を学校に派遣する事業を行っている。 
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図 8－3 佐賀県がん教育推進計画（佐賀県教委作成）
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図 8－4 佐賀県令和 2年度がん教育総合支援事業 外部講師派遣事業 派遣一覧 

（佐賀県教委作成） 
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４．奈良県の事例 

 奈良県においては、がんの罹患率や死亡率の減少を目指して、奈良県がん対

策推進条例（平成 25 年３月）及び第３期奈良県がん対策推進計画（平成 30 年

３月）が策定されており、県教育委員会においては、これに合わせて、平成 26

年度から文部科学省の事業の委託を受け、がん教育を推進している。具体的に

は、同条例により定められた「10 月 10 日奈良県がんと向き合う日」を活用し、

小学校高学年（特に生活習慣病を学習する第６学年）及び中・高生を対象とし

たがん教育を推進することを目的として、「がん教育リーフレット」を作成し、

県内各教育委員会に対し、各小中学校に周知を依頼するとともに、10 月 10 日前

後の朝の会等を活用した、がんに関する指導を展開するよう依頼している。 
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図 9－1 「10 月 10 日奈良県がんと向き合う日」を活用した「がん教育」の取組について 

（奈良県教委） 
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図 9－2 奈良県がん教育リーフレット及び活用例（小学校用）（奈良県教委作成）
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図 9－3 奈良県がん教育リーフレット及び活用例（中学校用）（奈良県教委作成） 

 

 

 



 

47 
 

 

 
また、奈良県では、文部科学省の「がん教育総合支援事業」の予算を活用し、

がん専門医等の外部講師を招いた出前授業や、教員向け研修会を幅広く実施し

ている。 
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図 9－4 奈良県がん教育総合支援事業取組の概要（奈良県教委作成） 
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図 9－5 奈良県令和元年度「外部講師を活用したがん教育」一覧（奈良県教委作成） 
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第 4 章 がん教育の効果に関する考察 

１．茨城県におけるアンケート結果から 

 それでは、がん教育を実際に実施した学校においては、児童生徒はどれくら

いがんに対する理解が深まっているのであろうか。茨城県では、がん教育を行っ

た高等学校の生徒を対象に、授業前と授業後の２回、がん教育の有効性に関す

るアンケート調査を行っている。 

 調査結果によると、「がんは身近な病気だと思う」という質問に対して、がん

教育を実施する前は「そう思う」と答えた生徒の割合は全体の 87.5％だった。

しかし、授業直後は 100.0％まで上昇している。がんは日本人の多くが発症し、

身近な人を含め誰もが発症する可能性のある病気であって、「そう思う」という

回答が多いということは、それだけがんに対する理解が深まったと言える。 

 また、「家族や身近な人とがんについて話し合おうと思う」という質問に対し

て、がん教育実施前は「そう思う」と答えた生徒の割合は全体の 25.0％だった

のに対し、授業後は実に 84.6％まで上昇している。がん教育の効果として、児

童生徒自身の将来の行動変容に繋げることはもちろん、児童生徒ががんについ

ての知識を家庭に持ち帰り、例えば検診を親に勧めるなど、望ましい効果が期

待されることを示している。 

同様の傾向は、他の問いについても見られた。がん教育により、生徒のがん

に対する理解が深まっていることが結果から読み取れる。 
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図 10-1 茨城県教育委員会 平成 27 年度がん教育指導者研修会資料より抜粋 
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２．小児期からがん教育を行うことの意義 

文部科学省では、がん教育は、健康教育の一環として、がんについての正し

い理解と、がん患者や家族などのがんと向き合う人々に対する共感的な理解を

深めることを通して、自他の健康と命の大切さについて学び、共に生きる社会

づくりに寄与する資質や能力の育成を図る教育であると定義している。 

また、文部科学省においては、前述のとおり中学校、高等学校でのがん教育

を必修化したほか、学校や教育委員会によっては小学校からがん教育を実践し

ているところもある。 

このように、小児期からがん教育を行うことのメリットは何であろうか。 

(1) 成人期のがん検診の意識の醸成 

一つ目には、小児期からがん予防の意義を理解することにより、成人期にが

ん検診を受けようとする意識が強くなり、結果としてがんに対する予防効果を

もたらすというものである。先述の茨城県の高校におけるアンケートにおいて

も、「がん検診を受けられる年齢になったら、積極的に検診を受けようと思う」

という問いに対し、がん教育の授業前と授業後では明らかに授業後の数値が上

昇していることからも分かる。こうして高まったがん検診の動機付けを、将来

にわたって維持させるために、学校におけるがん教育と並行して、いわゆる AYA

世代に対するがん啓発を進めていくことも重要であろう。 

(2) がん患者等との共生社会の理解 

二つ目には、共生社会の理解につながることが挙げられる。 

文部科学省の教材においては、 

「がんにかかったときには、その患者や家族の生活など様々なことが大きく

変化します。しかし、そのためにその人らしさが失われてしまうわけではあり

ません。患者や家族からは、周りの人たちに対して、これまでと同じように接

してほしいと望んでいるとの声を聞きます。私たちは、がん患者やその家族と

共に生きていることを理解する必要があります。」 

「がんにかかっても、多くの人が治療をしながら、仕事を続けたり、以前と

同じような生活を送ったりすることができるようになりました。しかしながら、

個人の努力や身近な人の支援だけでは解決できない問題も少なからずあります。 
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職場においては、がんやその治療に関して、更に理解を広める必要があります｡」 

「わが国では、がん患者やその家族を支える仕組みが徐々に整備されつつあ

りますが、未だ十分ではありません。がん患者やその家族も含めて誰もが暮ら

しやすい社会をつくるために、私たちががんについて正しく理解することが重

要です｡」 

との記述がある。このような教材を用いて、小児期からがんと共生する社会

の在り方について学習することは、がん患者に対する差別的意識を減らし、就

業継続が可能となる社会の実現に向けた大きな力となる。また、自他の病気と

正しく向き合うことを学習することで、がんのみならず、ひいては新型コロナ

を含む、患者や医療従事者への差別、偏見の軽減にもつながっていくものと考

えられる。 

(3) かかりつけ医への受診意識の向上 

三つ目には、学校医の参画と、かかりつけ医への受診意識の向上がある。 

本稿でも縷々述べてきたとおり、文部科学省においては、がん教育の実施に

当たって外部講師を積極的に活用することを求めている。これを受けて、各自

治体、学校においては医師等の外部講師を導入し、成果を上げてきているとこ

ろである。しかしながら一口に医師と言っても、がん専門医が学校に出向いて

授業を行う場合、児童生徒に分かりやすく教えることは、一概には言えないも

のの、難解なものとなってしまう可能性もある。その点、常に学校と関わりが

あり、日頃は地域でかかりつけ医として活動している学校医が外部講師を務め

ることのほうが、児童生徒に分かりやすく話題を提供できるという点で、より

望ましいといえる。一方で、学校医が外部講師としてがん教育を行う際、自分

はがん専門医ではないので教えるのに不安があるといった声も一部で聞かれた。

このため、適切な棲み分け、例えば、がん専門医は学校医に対する研修を受け

持ち、学校医はその基礎知識を持って学校で外部講師を務めるなどの方策が必

要と思われる。 

そうすれば、学校医が、かかりつけ医としての分かりやすい話題を子供たち

に提供できるようになるとともに、子供たちが将来的に気軽にかかりつけ医に

がん検診などの相談が出来る環境を醸成できることにつながると思われ、がん
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教育に端を発した、かかりつけ医を中心とした健康寿命延伸に向けた望ましい

流れが生まれるものと思われる。 

(4) 健康リテラシーの向上と生活習慣病予防への寄与 

 四つ目は、子供たちの健康リテラシーが向上することによる効果である。 

 がん教育とは、文字通りがんを知るための教育であると同時に、がんをテー

マにして、生涯にわたる自他の健康を学ぶ、健康教育の側面も有していると言

える。例えば、がん教育を受けて禁煙が重要だと感じ、親にも禁煙するよう促

すような行動変容は、がん教育の効果として挙げられるが、このことはすなわ

ち、がん教育の効果は単なるがん予防ではなく、がん教育を通じて子供たちが

自分自身や親の生活習慣を見直したり、また健康リテラシーを身につけたりす

るきっかけとなるもので、ひいては成人期の生活習慣病予防にもつながってい

くものであると言える。 
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第５章 まとめ 

 

本文中でも述べたように、がん教育は、令和３年度から中学校において、令

和４年度から高等学校において、保健の授業として、教科書を用いて学習する

こととなる。 

それに向けて、文部科学省や、各都道府県教育委員会は、医師会の協力も得

ながら、がん教育の充実を図ってきている。 

一方で、文部科学省が求める、外部講師を活用したがん教育の実践について

は、依然として低調であることが、文部科学省の調査で明らかになっている。

このことはすなわち、がん教育について、教科書のみを用いて、保健体育科の

教師のみが、通り一遍のがん教育を行って済ませてしまう事態を招きかねない。 

学校医等の外部講師を活用したがん教育を、全国的に展開するためにはどの

ように取り組めば良いのか。そして、学校医等の行うがん教育が、人生 100 年

時代における健康寿命の延伸に直結するためには、どのように取り組めば良い

のか。本書に掲げた事例や考察も参考に、医師会や教育委員会において体制の

整備に努めていただければ幸いである。 

 


